
構 造 改 革 特 別 区 域 計 画                                  
 
 
１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 
   山梨県 
 
２ 構造改革特別区域の名称 
   体験活動教育特区 
 
３ 構造改革特別区域の範囲 
   甲府市の区域の一部（駿台甲府高等学校通信制課程） 
 
４ 構造改革特別区域の特性 
   近年の社会・経済情勢は、国際化、少子高齢化、高度情報化の進展などにより大 

きく変化しており、教育においてもこうした時代の流れに伴うニーズの多様化に柔 

軟かつ的確に対応することが課題となっている。 
   山梨県においては、エレクトロニクスなど世界の最先端の技術力を有する機械電 

子工業を中心に諸外国との人、物、情報の交流が飛躍的に活発化し、また、一般県 

民が外国人と身近に接する機会が頻繁となり、生徒の海外留学や外国人講師の活用 

など豊かな国際感覚を育む教育が必要となっている。（外国人登録者数の推移 参 

考資料  別表１参照） 
   また、山梨県の高齢化は全国よりも約５年早く進行しており、少子社会において 

社会の活力を維持・向上させていくために、社会性や自立性を備え、積極的に課題 

を発見し、自ら解決する能力を身に付けた、たくましい人材の育成が求められてい 

る。（高齢者人口、高齢化率の推移 参考資料 別表２参照） 
 
   こうした状況を踏まえ、山梨県では、２１世紀初頭の教育の目指すべき方向を示 

した「山梨県教育ビジョン」を策定し、施策の推進や制度の改善に取り組んでいる。

同ビジョンでは、学校教育に関し、「本県の豊かな自然や歴史的、文化的に恵まれ 

た環境を生かす中で、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな生徒の育成、社会の 

変化に主体的に対応できる能力の育成を図るとともに、多様な能力・適性、興味・ 

関心などに柔軟に対応し得る教育の展開が必要である。」との基本的な考え方を示 

している。 
   こうした観点から、山梨県では、「平成１５年度高等学校指導重点」を策定し、 

  次の事項に力点を置いた「生きる力」を育む、特色ある学校づくりに取り組んでい

  るところである。 
   ①一人一人の特性等に応じた教育活動を行うために、創意工夫を生かした教育内 

   容の展開を図る。 
   ②環境教育、福祉教育、国際理解教育、情報教育を学校教育活動の中に適切に位 

    



    置付けて、その推進に努める。 
   ③体験的な学習の指導を適切に行い、望ましい勤労観、職業観の育成や社会奉仕 

    の精神の涵養に努める。 
   ④総合的な学習の時間の実施に当たっては、創意工夫を生かした活動に努める。 
   ⑤望ましい集団活動を通じて、人間尊重の精神を培い、たくましい心と思いやり 

    の心を育て、いじめや不登校のない学校生活が送れるよう配慮する。 
 
   本県の高等学校通信制課程は生徒数が年々増加しており、多様なニーズに対する学

習機会の提供が求められている。（山梨県の高等学校通信制課程在籍生徒数の推移 

参考資料２ 別表３参照） 
   こうしたことから、山梨県が進める一人一人の能力や個性に応じた柔軟な教育課程

による特色ある学校づくりの推進方策の一つとして、より高い教育効果が見込まれる、

高等学校通信制課程における学校外学修の認定単位数を拡大する特定事業をモデル的

に実施することとした。 
     
    なお、県内のその他の通信制高等学校及び全日制、定時制高等学校については、

  特色ある高等学校づくりの一環として本計画の手法の有効性を検証し、実施に向け

  た検討を進める。 
 
   実施主体である駿台甲府高等学校の特性は、次のとおりである。 
  ①同校の所在する山梨県甲府市は、周辺地域には大型店舗や大企業が立地し、中心 

   部へ通勤する者のベットタウンとして活況を呈しているが、ＪＲ甲府駅周辺の中

   心部は人口の減少が著しく、中心市街地の活性化が課題となっている。 
  ②同校通信制課程は、３４都府県を教育区域としており、多くの生徒を大学等へ進学

   させている。 
    同校では、次のとおり生徒主体の趣味、興味を軸とした学習意欲の喚起のため 

   の特色ある教育を積極的に取り入れ、成果を上げており、これまでの知見を活用

   し特定事業を実施することにより、他のモデルとなるものと考える。 
    ○総合的な学習の時間において、生徒自らが興味をもったテーマを設定し、そ 

     の研究のために学校外の専門家等からアドバイスを受け、レポートとしてま

     とめる体験的学習を取り入れ、学習に対する主体性や問題解決能力を育成し

     ている。 
    ※研究テーマの例 「郷土の民話」「看護師の仕事」「コンヒ゜ュータのフ゛ライント゛タッチ」 
    ○専修学校専門課程を単位認定併修校と位置付け、専修学校での科目等履修生 

     又は聴講生としての学修を２０単位を限度として認定することにより、生徒

     が得意とする分野の知識・能力を一層伸ばしている。 
    ○実用英語技能検定等に合格した場合、対応する教科、科目の増加単位として 

     認定しており、実社会で直ちに役立つ技能の修得を促進している。 
     さらに、農業や高齢者の介護等に興味をもつ生徒から、あるいは、子どもに勤

   労観、職業観を培ってほしいと願う保護者から、年間６０日間程度の体験学習の



   実施を望む声が寄せられており、このため、学校外での体験学習を教育課程に取

   り入れるべく、県に対し、構造改革特別区域計画の提案を行っている。 
 
    また、実施する学校外学修においては、次のような山梨県の特徴ある分野も含ん

  でおり、当該分野での人材確保策の一助となるものと期待している。 
  ①果樹農業 
   生産量日本一のぶどう、もも等をはじめとして、全国に誇れる果樹産地として発展

している。 
   しかし、果樹農業の担い手の減少や高齢化、労働力不足等により栽培面積の減少や

遊休園の顕在化など産地の基盤がゆらぎつつある状況でもある。（山梨県のぶどう栽

培面積・収穫量の推移 参考資料２ 別表４参照） 
 
  ②研磨宝飾工業 
   宝石研磨工業、工業製品製造業、貴金属製品製造業の３分野に分かれて、国内唯一

の企業集積地を形成している。（平成１２年度貴金属製品出荷額全国１位  シェア

３２．２％） 
   しかし、業界の大部分が従業員１０人以下の零細企業であり、最近の長引く不況に

より貴金属の高価格製品は市場から敬遠され、非常に厳しい状況にある。（山梨県の

貴金属石類の企業数・従業員数・生産額の推移 参考資料２ 別表５参照） 
 
  ③社会福祉 
   前述のとおり、山梨県の高齢化率は、平成１４年度で２０．０％であり、全国平均

よりも約５年早く高齢化が進んでおり、自宅で生活するお年寄りが増え、介護保険に

おける居宅サービスの需要が増大することが見込まれている。（山梨県の高齢者ホー

ムヘルパー必要数の推計 参考資料２ 別表６参照） 
 
５ 構造改革特別区域計画の意義 
   この特定事業を本県の特色ある高等学校教育の一環に位置付け、高等学校通信制課

程の教育カリキュラムに、学校教育法施行規則第６３条の５に定める学校外の学修の

可能単位認定数を超えて大幅に学校外での体験活動を導入することは、在籍者の学習

意欲や全日制高等学校の中途退学者の就学の意欲を喚起するきっかけづくりとして効

果的な手法であり、関連施策と有機的に機能することで、生徒指導に大きな効果が期

待できる。 
 
   さらに、特定事業で実施しようとする体験学習に関係する産業は、山梨県が全国に

誇ることかできる分野でありながら後継者不足で停滞しているもの、あるいは、今後

需要が大きく伸びることが予想されるため人材の確保が課題となっているものであり、

それらの産業を支える人材の育成に資することができる。 
 
 



 
   また、高等学校通信制課程での実施は他に例を見ない試みであり、通信制課程とい

う特性の中での体験学習が教育的に効果が大きいことを実証できたなら、他地域へも

波及できるものと考える。 
   特色ある高等学校づくりの新たな方向に挑戦するという観点から、本計画をモデル

的に実施する意義は大きい。 
 
６ 構造改革特別区域計画の目標 
   特定事業で実施する体験学習は、生徒一人一人の能力と個性を十分に発揮させ、の

びのびと学習できる場を提供し、また、地域社会等での体験・交流の機会をもつこと

で、豊かな人間性を育てることを目指している。 
   本計画は、こうした事業を、よりきめ細かな学習指導が必要な生徒が多数在籍して

いる高等学校通信制課程で先駆的に実施することにより、山梨県において多彩な体験

学習を大幅に取り入れ、山梨県が取り組んでいる特色ある高等学校教育の方向性を確

立し、社会性、自立性をもち、創造力のある人材を育成するものである。 
   特定事業の実施を通じて、より効果的な体験学習の実施内容、実施方法等について

検討し、その成果を県内の他高等学校に波及させ、山梨県の特色ある高等学校教育を

一層推進させたいと考える。 
   また、山梨県の産業のうち人材の確保が課題となっている果樹農業、伝統的地場産

業及び福祉産業での就業者の増加も期待している。 
    
７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 
   本件特例措置により高等学校通信制課程で学校外での体験活動を大幅に導入するこ

とで、次の効果が期待できる。 
 
  ①特定事業の実施状況を検証し、そこで得られた効果的な手法や成果を、県内の他の

   通信制高等学校はもとより、他の全日制、定時制高等学校での教育に波及させる

   ことによる本県高等学校教育の質の向上 
 
  ②登校拒否状態にある生徒の学習意欲の喚起による社会性、自立性の向上 
 
  ③果樹産地及び伝統的地場産業を支える担い手の確保 
   ホームヘルパーとして介護サービスに従事する人材の確保 
 
   なお、駿台甲府高等学校通信制課程の特定事業において目標とする指標は、次のと

  おりである。 
 
 
 
 



                   Ｈ１５    Ｈ１７    Ｈ１９ 
   ①学校外の学修を希望する者     ６０名   ２１０名   ２７０名 
   ②２０単位を超える者      ４０名   １４０名   １８０名 
   ③登校拒否生徒数の推移        １８０名   １６０名   １４０名 
    （全生徒数に対する割合）  （２０％） （１０％）  （ ７％） 
   ④果樹農業への就業者数      ２名     ５名     ６名 
   ⑤宝石・研磨工業への就業者数     ２名     ６名     ７名 
   ⑥福祉分野への就業者数           ５名    ２０名    ２５名 
   （福祉系大学等への進学者を含む。） 
 
８ 特定事業の名称 
   高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大事業（８０４） 
 
９ 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業に関連す

る事業その他の構造改革特別区域計画の実施に関し地方公共団体が必要と認める事項 
  特定事業に関連する事業 
      特色ある教育の一環として、県の高等学校において、以下の教育の推進を図る。 
  ①教育内容・方法の充実 

・他の高等学校の科目の履修を可能とするとともに、専修学校等での履修や技能審

査の成果を単位として認定するなど、学校間の連携を促進する。   
   ・普通科高校の生徒の多様な実態に対応し、情報、福祉などの科目を設定して、職

    業教育を充実させる。 
   ・社会の各分野で活躍している専門家を講師として招へいし、実社会での豊富な実

    務経験や専門的な知識・技能を生かした教育を推進する。 
  ②個性を伸ばす教育の推進 
   ・普通教育と専門教育を選択で履修できる総合学科高校や一定の単位の修得で卒業

    が認定される全日制単位制高校を整備する。 
   ・社会や産業界の要請に応えうる多様な学科、コースを新設、再編する。 
   ・生徒の個性を最大限に伸ばすとともに、各高等学校の特色ある教育の展開に対応

    するため、入学者の選抜方法の多様化、選抜尺度の多元化を進める。 
  ③時代の進展に対応した教育の推進 
   ・地理、歴史等の教科や特別活動を通じ、諸外国の歴史・文化等についての理解を

    深めるとともに、生徒の海外派遣、交換留学など積極的な交流を促進し、豊かな

    国際感覚を育む教育を行う。 
   ・近隣諸国の言語など外国語の科目を設け、選択履修できるようにするとともに、

    外国語を母国語とする教師を登用する。 
   ・空き缶、古紙のリサイクル等の環境活動、社会福祉施設での奉仕活動等体験的な

    学習を実施する。 
別紙 構造改革特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定事業の内容、

実施主体及び開始の日並びに特定事業ごとの規制の特例措置の内容



別紙 
 
１ 特定事業の名称 
   高等学校等における学校外学修の認定可能単位数拡大事業（８０４） 
 
２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 
   駿台甲府高等学校 
 
３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 
   本件計画の認定後 
 
４ 特定事業の内容 
 (1) 事業に関与する主体 
    駿台甲府高等学校 
  (2) 事業が行われる区域 
    山梨県甲府市上今井町８８４－１ 
  (3) 事業の実施期間 
    特例措置の適用の開始の日以降（平成１５年１０月１日を想定） 
  (4) 事業により実現される行為 
    学校教育法施行規則第６３条の４第３号に定める「ボランティア活動等の単位認

定」を活用した単位認定事業 
 
    学校外の学修を表１のとおりのとおり設定し、表２のとおり教育課程に位置付け

る。 
    （表１） 学校外学修 新旧対照表 

   現  行  特例措置適用後   
 
 
 
 卒業に 
 必要な 

 専修学校専門課程における科目等

 履修生又は聴講生としての学修 
          上限２０単位

 （対応する教科・科目の単位とす

 る。） 

 専修学校専門課程における科目等

 履修生又は聴講生としての学修 
          上限２０単位

 （対応する教科・科目の単位とす

 る。） 
 単 位 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 学校外学修 
 ・農業体験学習    １０単位

 ・ものづくり体験学習 １０単位

 ・福祉体験学習       １０単位

 ・環境ホ゛ランティア体験学習 １０単位

 増加単位  技能審査      １～４単位  技能審査      １～４単位

  最大２０単位  最大３０単位 
  ※表１中、専修学校専門課程における科目等履修生又は聴講生としての学修の概要 



   ・専修学校            名古屋外語専門学校他２校 
   ・科目                    英会話、パソコン等 
   ・生徒数（Ｈ１５前期）  ３６名（２～７単位） 
  ※表１中、技能審査の概要 
   ・対象とする技能審査  国語漢字能力検定 ２級、準２級 
               毛筆書写技能検定 ２級 
               実用英語技能検定 ２級、準２級 
               実用数学技能検定 ２級以上 
               気象予報士 
               全国高校家庭技術検定食物 １級 
   ・増加単位数  １～４単位 
 
    （表２） 教育課程表 新旧対照表 

 現   行  特例措置適用後   
  必履修教科・科目    ３８単位  必履修教科・科目    ３８単位 
  選択教科・科目 
   ・一般教科  ６６単位 
     （うち専修学校専門課程におけ

    る科目等履修生又は聴講生と 
    しての学修 
      上限２０単位履修可能） 
 
    計 ６６単位から３０単位選択

 選択教科・科目 
  ・一般教科  ６６単位 
     （うち専修学校専門課程におけ

    る科目等履修生又は聴講生と 
    しての学修 
      上限２０単位履修可能） 
  ・学校外学修  ４０単位 
   計１０６単位から３０単位選択 

  総合的な学習の時間    ６単位  総合的な学習の時間    ６単位 
  （卒業に必要な単位数 ７４単位）   （卒業に必要な単位数 ７４単位）

  技能審査             １～４単位   技能審査             １～４単位

  （ 増加単位    １～４単位）  （ 増加単位    １～４単位） 
 
  ※表２中、「専修学校専門課程における科目等履修生又は聴講生としての学修」及び

  「技能審査」の合計は、２０単位を上限とする。 
  ※表２中、「専修学校専門課程における科目等履修生又は聴講生としての学修」、 

  「学校外学修」及び「技能審査」の合計は、３０単位を上限とする。 
 
５ 当該規制の特例措置の内容 
  (1)特例措置による学校外学修の目的 
  学校外学修の目的は、 
  ・勤労の尊さや創造することの喜びを体得させる。 
  ・一貫した活動を通して達成感を体得し、工夫・創造する力を育成する。 
  ・職業生活に必要な知識や技術を習得させる。 



  ・他人への思いやりや社会的役割分担について考えさせる。 
   以上について生徒の意識、意欲、能力を高め、社会性、自立性を身に付けさせるこ

  とにある。 
 
  (2)特例措置による学校外学修の内容 
   生徒は、次の①～④の学校外の学修のうち年間最大６０日間を選択する。 
   ①農業体験学習 
     ・実施日数  年間２０日間 
     ・協力機関  ＪＡフルーツ山梨（参考資料３－①参照） 
     ・内容    摘花、収穫等のぶどう栽培を体験 
     ・指導者   ＪＡフルーツ山梨農業指導員、農業経営者 
   ②ものづくり体験学習 
     ・実施日数  ア、イ合計で年間２０日間 
    ア研磨宝飾企業での体験活動 
     ・協力機関  山梨県宝石研磨工業協同組合（参考資料３－②参照） 
     ・内容    研磨宝飾企業での貴金属装身具製造作業を体験 
     ・指導者   研磨宝飾企業熟練技術者 
    イ技術展示会等各種イベントへのスタッフとして参加（参考資料３－③参照） 
      信玄公祭り（同実行委員会） 
      甲府ジュエリーフェア（同実行委員会） 
      山梨テクノフェア＆マルチメディアエキスポ（同実行委員会） 
      ロボコンやまなし（同実行委員会） 
     ・内容    企業、大学、公設試験研究機関等研究者の最先端の技術を見学

し、イベントの運営に関わる。 
     ・指導者   各実行委員会のスタッフ 
   ③福祉体験学習 
     ・実施日数  ア、イ合計で最大年間４０日間 
    アホームヘルパー養成講座受講 
     ・協力機関  ㈱サポート（参考資料３－④参照） 
     ・内容    ホームヘルパー養成講座２級（３６日間）又は３級（１２日

間）を受講して、ホームヘルパーとしての資格を取得する。 
     ・指導者   ㈱サポート講師 
    イ社会福祉施設での介護体験 
     ・協力機関  次の施設（参考資料３－⑤参照） 
             春風園      養護老人ホーム 
             桃源荘      特別養護老人ホーム 
             寿ノ家         〃 
             笛吹荘         〃 
             スカイコート勝沼  身体障害者療護施設 
             そだち園     知的障害者更生施設 



             その他、市町村等のデイサービスセンターや知的障害児通園

施設等多数の施設を予定 
     ・内容    社会福祉施設に入（通）所する高齢者や障害者の介護体験 
     ・指導者   各社会福祉施設の指導員、寮母 
   ④環境ボランティア体験学習 
     ・実施日数  年間２０日間 
     ・協力機関  ＮＰＯ法人 日本釣り環境保全連盟（参考資料３－⑥参照） 
     ・内容    河口湖畔の環境整備体験 
            河口湖でのつり体験、魚類の生態系等の学習 
     ・指導者   ＮＰＯ法人 日本釣り環境保全連盟講師 
 
 (3) 特例措置の必要性 
   駿台甲府高等学校では、教育課程に特色ある学習を取り入れ、生徒が社会における

自己のあり方について考える機会をもち、生徒の勤労観、職業観を育てる点において

大きな成果を上げている。 
   本計画は、同校が現在実施している学修に加え、生徒・保護者の要望を踏まえ、校

外の協力機関と提携して、実社会に密着した体験活動を大幅に充実させ、より高い教

育効果を得るためのものである。 
   また、山梨県としては、通信教育という特性の中で体験学習を大規模に行うことを、

今後の新たな分野を切り開く挑戦として注目しており、また、特色ある高等学校教育

の一環として同校の姿勢を評価している。 
   したがって、現在２０単位まで認められている学校外の学修の単位認定を３０単位

まで容認する必要があるものと考える。 
   なお、県内のその他の通信制高等学校及び全日制、定時制高等学校については、特

  色ある高等学校づくりの一環として本計画の手法の有効性を検証し、実施に向けた検

  討を進める。 
 
 (4) 要件適合性を認めた根拠 
   駿台甲府高等学校が平成１５年６月に教員を通じて生徒、保護者２１０名にアンケ

ート調査を行ったところ、７０％を超える者が体験学習に興味を示し、ニーズは高い

と想定できる。また、協力機関は、各分野で実績を上げており、本計画の実施に協力

的であるので、特定事業の円滑な実施が見込まれる。 
   同校の計画は、山梨県が目指す特色ある高等学校教育の一端を担い、生徒の社会性

及び自立性を育成し、かつ、直接的には、本県果樹産業及び研磨宝飾業の活性化につ

ながり、高齢社会における福祉のマンパワーも確保できる。 
   よって、教育上特に配慮を要するものと認めた 


